
終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン（案）  

1 終末期医療及びケアの在り方  

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づい   

て患者が医療従事茸と話し合いを行い、患者本人i子羊る決定を基本としたう  

えで、終末期医療を進めることが最も重要な原則である。   

② 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為   

の中止等は、医学的妥当性と適切性を基に、多専門職種の医療従事者から構   

成される医療・ケアチームによって慎重に判断すべきである。   

③ 医療・ケアチームにより可能な限り痔痛やその他の不快な症状を十分に緩   

和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを  

行うことが必要である。   

④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象と  

しない。  

2慨   
終末期医療及びケアの方針決定は次によるものとする。  

（1）患者の意思の確認ができる場合   

① 専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォーームド・コンセントに基  

づく患者の意思決定を基本とし、多専門職種の医療従事者から構成される  

医療・ケアチームとして行う。   

② 治療方針の決定に際し、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、  

患者が意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめておくものとする。  

上記の場合は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、  

主上豊丘と崖道土製ヒ1ユ立上ヒ＿ノ二こユ吐皇主上」払宣し¶王ゝその都度説明し患  

者の意ノ皆の再確認を行うことが必要である。   

③ このプロセスiこおいて、患者が拒まない限り、決定内容を家族にも知ら  

せることが望ましい。   



（2）患者の意思の確認ができない場合  

患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケア   

チームの中で慎重な判断を行う必要がある。   

① 家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者  

にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。   

② 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であ  

るかについての家族の判断を参考にして、患者にとっての最善の治療方針  

をとることを基本とする。   

③家族がいない場合および家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合に  

は、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。  

（3）多専門職種からなる委員会の設置  

上記（1）、（2）の場合において、治療方針の決定に際し、   

・医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合   

・患者と医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての  

合意が得られない場合   

・家族の中で意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いの中で、  

妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合   

等については、医療・ケアチームと同様の複数の専門職からなる委員会を呂り   

途設置し、治療方針等についての検討・助言を行うことが必要である。   



終末期医療め決窪謬日惣呆臆  

嘩す董卓号トう・ぎこノ韓  編 電案∋   

5  



終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン解説編（案）   

【ガイドラインの趣旨】   

終末期における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方の問題は、従来  

から医療現場で重要な課題となってきました。厚生労働省においても、終末期医  

療のあり方については、昭和62年以来引引こわたって検討会を開催し継続的に  

検討を重ねてきたところです。その中て行ってきた意識調査などにより、終末期  

医療に関する国民の意識にも変化が見られることと、誰でもが迎える終末期とは  

いいながらその態様や患者を取り巻く環境もさまざまなものがあることから、国  

が終末期医療の内容について一律の定めを示すことが望ましいか否かについて  

は慎重な態度がとられてきました。   

しかしながら、終末期医療のあり方について、患者。医療従事者ともに広くコ  

ンセンサスが得られる基本的な点について確認をし、それをガイドラインとして  

示すことが、よりよき終末期医療の実現に資するとして、以下、初めてガイドラ  

インを策定することにしました。  

基本的な考え方は次の通りです。  

1）このガイドラインは、終末期を迎えた患者および家族と医師をはじめとす  

る医療従事者が、最善の医療とケアを作り上げるプロセスを示すガイドライ  

ンです〕   

2）そのた捌こは担当医ばかりでなく、看護師やソーーシ ヤルuワーカーなどの、   

医療。ケアチームで患者および家族を支える体制を作ることが必要です。Jニ  

レノノニ上し」∴工∴よ、√＼卜媒律二胤二陪ノ／二い′）t二ない二十はし うまて「ししtノりょ  

せん   

3）終末期医療においては、できる限り早期から肉体的な苦痛等を緩和するた  

めのケアが行われることが重要ですり 医療行為の閉経い不問始、医療内容の  

変更、医療行為の中止等については、最も重要な患者の意思を確認する必要  

があります。確認にあたっては、十分な情幸田こ基づく決定であること（イン  

フォームド。コンセント）が大切です。その内容については、患者が帽まな  

い限り、家族にも知らせることが望まれます。医療従事者とともに患者を支  

えるのは、通常、家族だからです。   

4）患者の意思が明確でない場合には、家族の役割がいっそう重要になります。  

この場合にも、家族が十分な情報を得たうえで、患者が何を望むか、患者に  

とって何が最善かを、医療Dケアチーームとの問で話し合う必要があります。   

5）患者、家族、医療亡ケアチームが合意に至るなら、それはその患者にとっ  

て最もよい終末期医療た、と考えられまナ 医療小ケ7’チームは、合音に基づ  

く医療を実施しつつむ、含意の恨拠となった事実ヤ状態の変化に応して、柔  

軟な姿勢で終末期直積を継続十へきで十   

6）患者、家族、医療bケアチ】∵ム∴n問て、含意に至らない場合には、複数しノ）  

専門職からなる委員会を設置t／、その助言によりケアJ〕あり方を見直し．、合  
音形成に努めることが必要てす   

7）終末期医療の決定プロセスにおいては、患者、家族、医梼トケ7’チー ムの  

問での合意形成の積み重ねが重要です「 



【ガイドライン】   

1 終末期医療及びケアの在り方   

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づい   

て患者が医療従事者と啓上今い卑行い、＿塁草李ヰ阜；享＿今津匡を畢杢とレ畏う＿＿  
えで、終末期医療を進めることが巌む重要な原則である。   

＊注1よりよい終末期医療には、第1に十分な情報と説明を得たうえでの患者の決定三三  

卿二立＿立た土、②王道ニミるょう」三⊥＿炭奉艶琴堅と⊥て聖琴掌申異学些二重寧些＿  

削除：等  

が確促封」る′町   

② 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為   

の中止等は、医学的妥当性と適切性を基に、多専門職種の医療従事者から構   

成される医療・ケアチームによって慎重に判断すべきである。   

＊注2  どのような状態が終末期かは、患者の状態を踏まえて、医療・ケアチームの適切か  

つ妥当な判断によるべき事柄です。咽：い緊急日割二は㌧  

皇祖〃垂範を莫本として∴凰粗か医学的姦当性と適切性圭草に判断‾るほか．ち上し圭＿せ  

ノしか、そ山桜、圧積】ナ■lン十－－－ムによ ノ  〔政情亡そメ＝こノ、後－ノー）適切な医積‘ハ植討一小なさ  

れる二．とにノ．】二り圭一す   

＊注3  医療・ケアチームとはどのようなものかは、医療機関の規模や人員によって変わり  

得るものです。担当医師と看護師、およびそれ以外の医療従事者というのが基本形で  

す。亙r」，妓助士h）卜▼．く～・ノ′：‡J」二 八∴ 圧牒・ナγ1ト・一≠てiニノーン1l′・ワ▲－ノブ ーノ巨加  

′ぃる場合、  ノ・一冊 わ「脚ナ  はぁり圭せノしか、  

：け医壇甘事射；萬⊥‥与意味（ご剛、i∴、主－・弓．  

＊注4 医療・ケアチームについては2つの懸念が想定されます。，1つは、結局、強い医師  

の考えを追認するだけのものになるという懸念、いま1つは、逆に、責任の所在が曖  

昧になるという懸念です。 しかし、前者に対しては、医療従事者の協力関係のあり方  

が変化し、医師以外の医硬従事者がそれぞれの専門家として貢献することが認められ  

るようになってきた現実をむしろ苛祝すること、後者に対しては、このガイドライン  

は、あくまでむ終末期の患者に対し医療的見地から配直するためのチーム形成を支援  

するためのものであり、・と′圧モ≠〃両軌門層1l＿・ニレノ責任封寺ノ亡協小＿．ノミ緩づ封ヰ・  

制を作る上メノ直t」レ‥∴レニノニL・L埋媚l＿・二いノいたいと考えてい王1 特に刑事責任  

土皇塵＿塩賽遥適地ム出迫選出±」⊥⊥生長＿と＿′で，」去的側面については丘建ゴ童皇連立土丁±土」＿  

∠要′小．l7一り主†。  

③ 医療・ケアチームにより可能な限り痔痛やその他の不快な症状を十分に緩   

和し、患者・家族の精神的一社会的なほ助も含めた総合的な医療及びケアを  

行うことが必要である。   

削除：を中心とする  

削除：引き続き確認してし、かわ  

げなら／よい問題てあろことを、  

理解してい〕いたいと考えて  

い圭す   



＊注5 緩和ケアの重要性に鑑み、2007年2月、厚生労働省は緩和ケアしっための麻薬等  

の使用を従来よりも吉忍める措置を行いました  

＊注6 人が終末期を迎える際には、痔痛緩和ばかりでなく、他の種類の精神的・社会的問  

題も発生します。可言巨であれば、医療・ケアチームには、ソーシャル・ワーカーなど  

社会的な側面に配信十ろ人が参加することが望まれます。  

（む 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象と  

しない。′  

さEこ注7 疾患に伴う耐え真机＼苦痛は緩和ケアによって解決すべき課題です。積極的安楽死ほ  

判例その他で、きわめて限られた条件下で認めうる場合があるとされています〔，Lか  

し、その前程には耐え難い肉体的苦痛が要件とされており、本ガイドラインでは、肉  

体的苦痛を緩和するケアの貢要性を強調し、医療的な見地からは緩和ケアをいっそう  

充実させることが何よりも必要であるという立場をとってし、ます。そのため、積極的  

安楽死とは何か、それが適法となる要件は何かという問題を、二のガイドラインで明  

確にすることを目的としていません。  

2 終末期医療及びケアの方針の決定手続   

終末期医療及びケアの方針決定は次によるものとする⊂」  

（1）患者の意思の確認ができる場合   

① 専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォーーム ド。コンセントに基  

づく患者の意思決定を基本とL、多専門職程の医療従事者から構成される  

医療。ケアチームとして行う。   

② 治療方針の決定に際L、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、  

恩者が意ノ思決定を行い、その合音内容を文書にまとめておくものとする。  

上記の場合ほ、時間の経過、病状の変化、医芋的評価の変更に応じて、  

t／二患者′ノ′意思／二⊥【贅FLト三，いノ 了∴h′∴二二∫－」占ノ吾し L その都度説明し患  

者の意思の再確言忍を行うことが必要である。  

③ ニのプロセスにおいて、患者が拒まない限り、決定内容を家族にも知ら  

せることが望まLし、「  

＊注牒 合意内容を文言にまとれるにあたっては、医寝従事者力1らの押しノつf†にならプヱし＼  

ように配膚し、患者の青思か十分に即太された内容を文吉と1Jて雉Lておく ことか  

六り］丁十  

＝1ご注9 より上き終末‡郷重荷レり実現LデイニL・畑∴H、壬一卜脊音し7ノ事思乃ユ確言忍てきシ場合にけ患者  

力決定を基本と1′＼きこと、そ押掛二け十分／亡情朝と吉見明かr」∠、要プ了二と、それが医療  

t ナ7－トームに土÷匡ヰ約手当性・透明性〃判断し－致〕Jた子）しノ／）てLらろ二十が望まし  

く、そL／〕たれ′ノブロセスキ経ること、さらにそれを繰り返し一行うことカゝ市警たと考え  

「」れます   



（2）患者の意思の確認ができない場合  

患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケア  

チームの中で慎重な判断を行う必要がある。   

① 家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者  

にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。   

② 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であ  

るかについての家族の判断を参考にして、患者にとっての最善の治療方針  

をとることを基本とする。  

③ 家族がいない場合および家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合に  

は、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。   

＊注10 家族とは、患者が信頼を寄せ、終末期の患者を支える存在であるという趣旨です  

から、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人を含みます（以  

下のガイドラインでも同じ意味です）。  

＊注11 患者の意思決定が確認できない場合には家族の役割がいっそう竜要になります。  

その場合にも、患者が何を望むかを基本とし、それがどうしてもわからない場合に  

は、患者の最善の利益が何であるかについて、家族と医療・ケアチームが十分に話  

し合い、合意を形成することが必要です．  

⇒く注12 家族がいない場合および家族が判断声ず」＿速足を医療・ケアチームに委  

ねる場合には、医療・ケアチームが医療の妥当性・適切性を判断して、その患者に  

とって最善の医療を実施する必要があります。なお家族が判断を委ねる場合にも、  

その佐室内容を説明し十分に理解して‖L・ニノノ上う写‡11Jノる必要かL！；ノりよ「す，。   

（3）多専門職種からなる委員会の設置  

上記（1）、（2）の場合において、治療方針の決定に際し、  
b医療。ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合   

。患者と医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての  

合意が得られない場合   

・家族の中で意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いの中で、  

妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合  

等については、医療・ケアチーームと同様の複数の専門職からなる委員会を別  

途設置し、治療方針等についての検討・助言を行うことが必要である。  

＊注13 別途設置される委員会は、あくまでも、患者、家族、医療・ケ7チームの問で、  

よき終天期医療のためのプロセスを経ても合意に至らなし、場合、例外的に必要とさ  

れるもレつですし そこでの検討・助言を経て、あらためて患者、家族、医療・ケアチ  

ームにおいて、ケア方法などを改善することを通じて、合音形成に至る努力をする  

ことが必要です〕  
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終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会に対する意見  

今までの2回の検討会を踏まえ、全日本病院協会の意見を申し上げます。  

1．終末期医療についてのパブリックコメントを求め意見が集まっているのに、急に決定  

プロセスのあり方の検討に変わるのは、国民に対する欺瞞ではあろう。  

2．決定プロセスについては、かなりの医療機関が認識しており、この時点で検討しても  

あまり意味が無く、あまり変わる事はない。  

3．そもそも終末期とは何時からなのかの定義もあいまいであり、プロセスの前にそれを  

議論すべきではある。  

4．各委員の意見はまだ充分に出しつくされていないと思われる。座長が言われた、ソフ   

トなガイドラインと言う意味は理解できるが、議論はタイトに深める必要がある。  

5．終末期医療の問題は非常に重要で、根が深く、幅も広い。今後医療界が音頭をとって、  

更に具体的なガイドラインを作成するにしても、国家のレベルでももっと時間をかけ  

て（年単位）議論すべきである。  

全日本病院協会常任理事 木村 厚  
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